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１　研究目的

　首都直下地震対策が緊急の課題である現在、世界に多大

な影響力を持つ東京の企業の業務中枢機能を維持することが

重要である。ミュンヘン再保険会社が発表した都市のリスク指

数では、 東京の危険度は 710 と他の都市の高くても 100 前

後という値に比べて非常に高く、 国際的に東京の危険性が

危惧され、 今後東京での国際的企業の経済活動が阻害され

る恐れがある。現在国際的に行政のみならず民間企業も地震

リスクに対策を行うことが必要とされている。しかし日本の企業

の地震リスク対策は不十分であり、 ここ 30 年以内に起こる可

能性の高い首都直下地震による多大な被害も懸念される。そ

こで企業が具体的にこれらの地震リスクを低減し事業継続を行

なうための防災投資の提案を行う必要がある。 日本での最も

大きなリスクは地震リスクであり、 リスク対策として最も必要なの

が、 建物の安全性の確保、 そして事業継続を行うための電

力、 水道、 ガスなどのエネルギー供給の確保である。

　そこで本論文では複数の企業が共同で防災に関する都市基

盤整備に投資することで、首都直下地震時においてもエネル

ギーインフラの安定供給を確保し、 ＢＣＰ （事業継続計画） を

遂行できる地域の仕組みを 「安全街区」 として提案する。 こ

の地域の仕組みの具体的内容としては、 建物の更新や耐震

補強による建築物の耐震性向上と大深度地下空間を利用した

エネルギー、 必要物資の供給の拠点施設であるライフスポッ

トによるインフラの供給可能性向上を提案することとする。

２　地震リスク対策の現状

2.1　ミュンヘンリスク指数の調査

　ミュンヘン再保険による災害リスク指数（表 1）で

は東京・横浜では、外力の大きさと経済価値の２つの

指数で特に高い値が出ている。外力の大きさでは地震

や富士山噴火などのリスクが高く算定されているた

め、経済価値では東京・横浜の範囲がほぼ一都三県を

含むからである。

2.2　日本企業の地震リスクマネジメントの調査

内閣府では、 2005 年 8 月に 「事業継続ガイドライン　第一

版」 を公表した。 事業継続計画 （ＢＣＰ） は災害や事故で被

害を受けても重要業務が中断しないこと、中断しても可能な限

り短い期間で再開することのための計画であり、 内容として

は、 バックアップのシステムやオフィスの確保、 即応できる要

員の確保、 迅速な安否確認などである。 インフラの供給中断

はリスクとはされているが、 企業が一社で取り組めることでは

ないため、 特に対策については触れられていない。
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都市名
リスク指数

外力の大
きさ

被災時の
脆弱性

経済価値
人口(万
人)

面積
(km2)

東京・横浜 710 10.0 7.1 10.0 3,490 13,100
サンフラン
シスコ 167 6.7 8.3 3.0 730 ---
ロサンゼ
ルス 100 2.7 8.2 4.5 1,640 14,000
大阪・神
戸・京都 92 3.6 5.0 5.0 1,800 2,850
ニューヨー
ク 42 0.9 5.5 8.3 2,160 10,768
ロンドン 30 0.9 7.1 4.8 1,210 1,600

北京 15 2.7 8.1 0.7 1,320 1,400

表 1　災害リスク指数（ミュンヘン再保険会社）

３　安全街区の提案

3.1　安全街区の概念の提案

既存研究での 「大都市における数ha規模以上の高度都市機

能集積地区において、大規模地震等の広域災害時において

も、 必要な中枢機能を維持することができる安全な街区」とい

う定義をもとに、「安全街区は地震発生時の事業継続計画（Ｂ

ＣＰ） が目指す重要業務を継続させることを目的とする特別に

整備される地域」 と定義する。 特に日本の災害リスクとしては

地震リスクが最も大きくその対応が求められており、 ハード面

でエネルギーインフラの継続性を保つことが有効である。災害

時の対策としてはバックアップオフィスを持つことも有効である

が費用が多大になるため難しい。 また、遠くのバックアップオ

フィスまで非常時に必要な人材を送り込むことが難しい。その

ため、 現在の業務集積地域で非常時にもそのまま業務を継

続できることが一番企業にとってメリットが大きいと考えられる。

3.2　安全街区の選定

「安全街区」として、都市再生緊急整備地域を中心に

東京都心部の 100ha 程度の地域を検討することとし

た。選定条件としては、共同のエネルギー拠点設置候

補地から半径 1 kmのエリアより、地域特性を考慮して

選定した。100ha程度は半径 1kmのエリア内から町丁

目ごとの地域特性を考慮して選定することとする。

地域特性としては、下記の①から③の観点から最適な

エリアを選定した。

①地域の産業規模

②都市再生緊急整備地域、もしくは民間再開発地域

③行政中枢機関（庁舎、大使館）

　安全街区の第一の目的である事業継続性を考え、地

域の産業規模が高い地域を選定した（図 1、表 2）。ま

た、緊急整備地域と再開発が行われた地域、更に現在

再開発の進む地域はそれ相当の都市基盤投資と今後の

産業規模の増大が見込まれると考え、安全街区の選定

理由とした。更に、国の政治中枢機関のある霞が関や
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　3.3　ライフスポットの設計

安全街区における非常時のインフラ供給のシステムとしてライフ

スポットを提案する。 ライフスポットとは、 非常時のエネルギー

需要にあわせて容量を設計し、 常時にも供給を行うこととす

る。 常時の需要に対し供給能力が不足する場合には、 こ

れまでの既存のインフラから供給するとする。 ライフスポットと

しては、 安全な地盤である上総層を基盤とした大深度地下空

間から立坑を建設し、その中にエネルギー供給機能を持たせ

ることを提案する。 インフラの内容としては、 電力、 熱、 水、

非常時の飲料水、 食料とし、 自立型では全てのインフラが途

絶えたときを考え、ネットワーク型は大深度地下空間を通じて、

電気、 ガス、 水、 情報のインフラを供給するものとする。

立坑から建物までは中深度空間を通じて建物まで安全に供給

することとする。 これらの設置に関しては、 地震発生時の管

自体の安全性はこれまでの共同溝で十分満たされていると考

*1Pro f., Rise, Waseda Un iv. Dr.E ng *2Grad uate Scho ol,Waseda  Univ. *3 Graduate  School,Waseda

Univ. M.Eng. * 4Lecture r, Rise, Waseda Un iv.,Ph.D . *5Prof .,Waseda  Univ.,D r.Eng

安全街区 面積・位置 集積機能と特徴

１．西新宿地域 104.0ha 業務中枢機能
（新宿区） 西新宿1,2,3,6丁目 宿泊機能
立坑：中央公園 東京都庁

２．六本木地域 132.7ha 業務中枢機能
（港区） 六本木1,2,3,4,6,7丁目 宿泊機能
立坑：星条旗新聞社 赤坂1,9丁目 外資系企業、ＩＴ企業、
３．霞ヶ関地域 120.9ha 政治中枢機能

（千代田区） 霞ヶ関1～3丁目、 業務中枢機能
立坑：日比谷公園 永田町1、2丁目
４．大丸有地域 127.8ha 業務中枢機能

（千代田区） 丸の内1,2,3丁目 企業本社の集積
立坑：気象庁 大手町1,2丁目

有楽町1,2丁目
５．築地地域 98.3ha 業務中枢機能

（中央区、港区） 築地5丁目、浜離宮 居住機能
立坑：築地市場跡 東新橋1,2丁目 築地市場跡地の再開発
６．豊洲地域 110ha エネルギー・物流拠点機能

（江東区） 豊洲6丁目 情報拠点機能
立坑：開発地域 築地市場跡移転

新規の住宅、商業地

図 1　安全街区選定地域

新宿 104ha

六本木 133ha

霞が関 121ha

大丸有 128ha

築地 94ha

豊洲 110ha
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永田町、東京都庁のある西新宿、外国大使館が集中す

る六本木も、行政中枢機関として安全街区に含め、①

～③の中から最適な範囲を選定した（表 2）。今後安全

に対する社会的機運が高まり、防災投資が進めば安全

街区を広範囲に設定し投資することも考えられる。

　安全街区においては、複数の企業が共同で防災に関

する都市基盤整備（ライフスポット）に投資すること

を検討している。また、エネルギー拠点機能が集中

し、臨海部という立地特性を持つ豊洲地域に関して

は、都内のほかの安全街区とことなり、自立して安全

を確保することができる。本研究では、既存の業務集

積地に関して整備を行うことの方が緊急性が高いと考

え、豊洲を除いた新宿、六本木、霞が関、大丸有、築

地エリアに関して検討を行う。

表 2　安全街区選定地域の詳細
ライフスポット設備自立型 ネットワーク型
CGS ○ -
受電設備 - ○
貯水槽 ○ -
受水槽 - ○
貯油槽 ○ -
食料・医薬品 ○ ○
大深度からの配管 - 電力・ガス・上水・下水・通信

表 7　ライフスポットの機能

図 2　自立型平面図

図 4　ネットワーク型
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えられるが、 建物との接続部分で地震の時にせん断破壊が

起こらないよう十分考慮して設計することとする。ライフスポット

が供給する施設の述べ床を求め、それぞれの常時の供給必

要量を求めた。 更に「建築機能の面からみた都市供給処

理施設の自立化に関する研究」の非常時割合を用いて

最大需要量を求めた。

これまでに求めた非常時需要量を元に、大丸有地域に

おいて具体的にライフスポットを設計する。ＣＧＳの

容量を設定し、設計を行った。自立型では直径 98m深

さ 93m、ネットワーク型では直径 37m 深さ 93mと体積

比で自立型よりネットワーク型は約85％大きく減少す

ることがわかった（表 7、図 2 ～ 4）。

図 3　自立型断面図

４ まとめ

　世界に多大な影響を持つ東京の海外におけるリスク

評価の調査を行い、事業継続計画の策定を行う必要性

を述べた。また東京における事業継続計画を立

てる必要のある地域を行政機能、産業規模、緊急整備

地域の観点から選定し、事業継続計画の遂行を保証す

ること目的とした安全街区の具体的提案を行った。
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